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町からのお知らせ
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国
民
年
金
保
険
料
の「
後
納
制
度
」を
ご
存
じ
で
す
か

　

過
去
５
年
間
に
納
め
忘
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で
、

将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
る
「
後
納
制
度
」
が
平
成
30
年
９

月
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
納
制
度
に
よ
り
、
年
金
額
が
増

え
る
場
合
や
受
給
資
格
を
得
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
後
納
制
度
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
申
込
み
が
必
要
で
す
。

（
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
申
込
み
が
で
き
ま
せ
ん
。）

　

ま
た
、
平
成
29
年
８
月
か
ら
、
受

給
資
格
期
間
が
10
年
以
上
あ
れ
ば
、

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

年
金
の
受
給
や
手
続
き
に
関
す
る
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

▽
日
時　

　

第
２
・
第
４
火
曜
日　

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

▽
場
所　

基
山
町
役
場

※
相
談
希
望
の
方
は
、
佐
賀
年
金
事

務
所
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
予
約
・
問
合
せ
先

　

佐
賀
年
金
事
務
所

　

☎
０
９
５
２

－

３
１

－
４
１
９
１

　

住
民
課　

保
険
年
金
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
４

  

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
て
い
た
返

信
用
封
筒
の
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
発
送
を
開
始

し
た
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
用
封
筒

（
料
金
受
取
人
払
）
の
差
出
有
効
期

間
が
平
成
29
年
10
月
４
日
ま
で
と
印

刷
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
き
ま
し
て

は
、
平
成
31
年
５
月
31
日
ま
で
利
用

可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
封
筒
が
な
い
場
合
は
、
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
封
筒
様
式
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
印
刷
し
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

住
民
課　

住
民
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
２

  

12
月
議
会
は
休
日
議
会
を
行
い
ま
す

　

基
山
町
議
会
12
月
議
会
は
、
休
日
し
か
傍
聴
で
き
な
い
方
も
都
合
が
つ
く
よ

う
に
、
左
表
の
日
程
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。
会
期
中
は
、
ど
の
日
で
も
傍
聴

で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
議
場
は
、
役
場
４
階
で
す
。　
　
　
　
　
　

 

※
問
合
せ
先　

議
会
事
務
局　

☎
９
２

－

６
５
４
３

日 曜日 開始時間 区分 内容 場所

４ 月 午前９時 30 分 本会議
会期を決定します。
町長が議案の提案理由を説明します。

議場
５ 火 午前９時 30 分 本会議

議案内容について町長に質問します。
（議案審議）

委員会で審査するように決めます。
（委員会付託）

６ 水 午前９時 30 分 委員会
付託を受けた議案を審査します。

（総務文教常任委員会）
委員会室

７ 木 午前９時 30 分 委員会
付託を受けた議案を審査します。

（厚生産業常任委員会）

８ 金 午前９時 本会議 《一般質問》
議員が町政に関する質問を行います。

（１人 60 分以内）
議場

９ 土 午前９時 本会議

10 日 休会

11 月 午前９時 30 分 委員会 常任委員会での審査の結果を集約します。 委員会室

12 火 午前９時 30 分 本会議
常任委員会の審査結果を委員長が報告します。
議案について討論・採決を行います。

議場

平成２９年１２月議会  会期日程（予定）

※日程は、状況により変更することがあります。

有
料
広
告
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平
成
30
年
１
月
採
用　

基
山
町
臨
時
的
任
用
職
員
（
一
般
事
務
）
募
集

　

町
で
は
、
正
規
職
員
の
育
児
休
業

等
に
よ
り
欠
員
が
生
じ
、
代
替
職
員

が
必
要
な
場
合
に
、
期
限
付
き
で
任

用
し
、
正
規
職
員
と
同
様
の
業
務
に

従
事
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

▽
採
用
予
定
人
員  

一
般
事
務
…
１
名

▽
任
用
期
間

平
成
30
年
１
月
１
日
か
ら
６
か
月

た
だ
し
、
任
用
期
間
は
更
新
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
受
験
資
格

パ
ソ
コ
ン
（
ワ
ー
プ
ロ
及
び
表
計

算
ソ
フ
ト
）
の
操
作
が
で
き
る
方

（
学
歴
不
問
）

▽
勤
務
条
件
等

・
勤
務
時
間
・
休
暇
等

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分　

（
休
憩
時
間
は
正
午
～
午
後
１
時
）

年
次
有
給
休
暇
等
の
諸
休
暇
が
あ

り
ま
す
。

・
給
料

月
額
14
万
１
，
６
０
０
円
を
基
準

に
、
経
歴
に
よ
り
、
こ
の
額
以
上

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
上

限
は
、
月
額
16
万
７
，
６
０
０
円
）

こ
の
他
、
期
末
勤
勉
手
当
、
時
間

外
勤
務
手
当
、
退
職
手
当
、
該
当

者
に
は
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当

等
の
諸
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
勤
務
地　

基
山
町
役
場

・
そ
の
他

健
康
保
険
法
、
厚
生
年
金
保
険
法

の
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

▽
申
込
書
の
請
求
方
法

申
込
書
・
採
用
試
験
実
施
要
綱
は
、

総
務
企
画
課
行
政
係
で
交
付
し
ま

す
。
郵
便
請
求
の
場
合
は
、
封
筒

の
表
に
「
臨
時
的
任
用
職
員
採
用

試
験
申
込
書
請
求
」と
朱
書
き
し
、

宛
名
を
明
記
し
た
定
型
の
返
信
用

封
筒
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
入
る
大
き

さ
）
に
、
１
２
０
円
切
手
を
必
ず

貼
っ
て
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
書
の
提
出
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

写
真
欄
に
申
込
み
６
か
月
以
内
に

撮
影
し
た
本
人
の
写
真
を
貼
っ

て
、
総
務
企
画
課
行
政
係
ま
で
ご

提
出
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
申
込
み

の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
臨
時

的
任
用
職
員
採
用
申
込
み
」
と
朱

書
き
し
、
必
ず
書
留
郵
便
で
お
送

り
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
期
間

11
月
15
日
（
水
）
～
30
日
（
木
）　

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
、11
月
30
日
（
木
）

必
着

▽
試
験
に
つ
い
て

・
日
時　

12
月
中
旬    

午
前
８
時
30
分
開
始

・
場
所　

役
場
３
階　

会
議
室

※
日
時
、
場
所
等
に
つ
い
て
は
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
内
容　

パ
ソ
コ
ン
操
作
試
験
、面
接
試
験
、

作
文
試
験
、
適
性
検
査

※
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
要
綱
等

　

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

総
務
企
画
課  

行
政
係（
役
場
３
階
）

　

〒
８
４
１

－

０
２
０
４

　

基
山
町
大
字
宮
浦
６
６
６

　

☎
９
２

－

７
９
１
５

  
基
山
町
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画（
素
案
）

に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す

　

町
で
は
、
商
店
や
公
共
施
設
、
金

融
機
関
な
ど
の
都
市
機
能
が
町
民
の

み
な
さ
ま
の
生
活
圏
に
コ
ン
パ
ク
ト

に
集
積
し
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
中
心
市

街
地
を
目
指
す
た
め
に
、
基
山
町
中

心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
策
定

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
町
が
策
定
を
進
め
、
公
表 

し
て
い
る
計
画（
素
案
）に
対
す
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

▽
公
表
期
間

11
月
6
日（
月
）～
12
月
６
日（
水
）

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

▽
公
表
場
所

・
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー（
役
場
１
階
）

・
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
募
集
期
間

　

11
月
20
日（
月
）～
12
月
６
日（
水
）

※
計
画（
素
案
）に
つ
い
て
ご
意
見
を

お
持
ち
の
方
は
、
ど
な
た
で
も
提 

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▽
意
見
提
出
方
法

様
式
は
、
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ

く
か
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
持
参
で
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
注
意
事
項

・
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
い
て
、

個
別
の
回
答
や
返
却
は
行
い
ま
せ

ん
。

・
い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
概
要
と
、

そ
れ
に
対
す
る
町
の
考
え
方
を
、

基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
一
定

期
間
公
表
し
ま
す
。
公
表
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
に
は
、
個
人
情
報

に
十
分
配
慮
し
ま
す
。

・
本
事
業
と
直
接
関
連
の
な
い
ご
意

見
へ
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
提
出
・
問
合
せ
先

定
住
促
進
課　

定
住
促
進
係　

☎
９
２

－

７
９
２
０

　

９
２

－

０
７
４
１

　

teiju-2@
tow

n.kiyam
a.lg.jp


